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１．長寿命化修繕計画の基本的事項 

本町では令和３年３月時点で林道施設である林道橋梁を８橋管理している。そのう 

ち、現在建設後５０年を経過した林道橋が１橋あり、２０年後にはすべての林道橋が

５０年を経過する見込みとなっている（表1）。 

また，財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４３年３月３１日 

大蔵省令第１５号）」によると橋りょうの耐用年数は６０年であるが，今後、大規模

補修や架け替えが一時的に集中し，維持管理経費が急増することが懸念される。 

そこで，各林道施設において，適切な時期の点検・診断を行い，その結果により必

要な補修や更新，機能強化等の対策を実施するとともに，個別の施設ごとの状態や対

策の履歴の情報を的確に記録・更新し，次期の効果的かつ効率的な施設の維持管理・

更新を実施する持続可能な「メンテナンスサイクル」を構築することで，林道施設が

求められる機能を適切に発揮し続けるための長寿命化対策の充実を図る必要がある。 

 

表1 管理する林道橋の種別等 

橋 

種

別 

ＲＣ橋 
５橋 

（62.5%） 

建

設

後

経

過

年

数

別 

５０年以上 
１橋

（12.5%） 

ＰＣ橋 
３橋

（37.5%） 
４０年～４９年 

３橋 

（37.5%） 

橋

長

別 

14.5ｍ以上 
２橋

（25%） 
３０年～３９年 

１橋 

（12.5%） 

14.5ｍ未満 
６橋 

（75%） 
不 明 

３橋 

（37.5%） 

 

２ 対象施設 

本計画の対象とする施設は，本町の管理するすべての林道橋とし，詳細は別紙（一

覧表）のとおりである。 

なお，管理する橋梁の損傷状況を定期点検により把握し，健全性（※）の判定によ

り老朽化対策の必要性及びその緊急性を評価する。 

 

※健全性について 

・「健全性」とは，表2に示すように，林道施設長寿命化対策マニュアル（平成２８

年３月林野庁作成）に従い４段階の判定区分とし，橋梁の健全性を表す指標であ 

る。 

・健全性の診断は林道橋１橋単位で行い，部材単位で補修や機能強化の必要性当を 

評価する点検とは別に，総合的な評価を付けるものとする。 

 



表2 健全性の判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健 全 
道路橋の機能に支障が生じていない状態 

（損傷が軽微で，経過観察で問題がない状態） 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措

置を講ずべき状態 

「早期に」とは，５年程度以内には補修等を行う必要

がある状態をいう。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性

が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態 

 

３ 計画期間 

本計画における施設ごとの計画期間は別紙（一覧表）のとおりである。 

 

 

４ 施設の優先度 

本計画における施設ごとの優先度は別紙（一覧表）のとおりとし，損傷の程度のほ

か，交通量，森林施業や代替路線の有無などを考慮して決定する。 

 

 

５ 施設の状態等 

対象の林道橋８橋を点検した結果，軽微でない損傷が認められた林道橋（健全性

Ⅱ）は５橋となっており、早期に老朽化修繕の必要がある林道橋（健全性Ⅲ）は０橋

となっている（表3）。 

なお，林道橋ごとの詳細な状態については別紙（個票）のとおりである。 

 

表3 林道橋の点検結果（Ｒ２点検完了時点） 

健全性 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計 

橋梁数 
３橋 

（37.5%） 

５橋 

（62.5%） 

０橋 

（0%） 

０橋 

（0%） 

８橋 

（100%） 

 
うちＲＣ橋 

１橋 

（20%） 

４橋 

（80%） 

０橋 

（0%） 

０橋 

（0%） 

５橋 

（62.5%） 

うちＰＣ橋 
２橋 

（66.7%） 

１橋 

（33.3%） 

０橋 

（0%） 

０橋 

（0%） 

３橋 

（37.5%） 



６ 対策内容と実施時期 

「４ 施設の優先度」及び「５ 施設の状態等」を踏まえ，施設ごとに講じる対策の

内容及び実施の時期について別紙（一覧表）のとおり計画する。 

実施の時期について，健全性Ⅱの林道橋は，次回の点検時までに健全性Ⅲへと進行

しないよう，日常の維持管理の中で予防的な対策の実施に努め，計画的な修繕に当た

ることとする。 

なお，他林道橋の実施や予算状況を考慮し，柔軟な運用に努める。 

 

 

７ 対策費用 

個別施設ごとの対策費用の概算については別紙（一覧表）のとおりとする。 

なお，この金額は計画策定時点における概算であり，具体の工事発注時における詳

細な設計や社会情勢の変化等により，金額に変動が生じる場合がある。 

また，修繕に係る測量設計や次回の点検に要する費用は別紙（個票）に実施の時期

と概算金額を示す。 


